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� 平成25年6月10日

株　主　各　位
岡山市北区内山下1丁目1番13号

株式会社��大��本��組
代表取締役社長　大　本　万　平

第76回定時株主総会招集ご通知
拝啓��平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第76回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいま
すようご通知申しあげます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、
お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否を
ご表示いただき、平成25年6月26日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送いただき
たくお願い申しあげます。� 敬　具

記

１．日　　　時　　　平成25年6月27日（木曜日）午前10時
２．場　　　所　　　岡山市北区内山下1丁目1番13号　当社本店　6階大会議室
３．目 的 事 項
　　　報 告 事 項　　１�．第76期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）事業報告、

連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
　　　　　　　　　　２�．会計監査人及び監査役会の第76期連結計算書類監査結果報告の件
　　　決 議 事 項

第 1 号議案　　剰余金の処分の件
第 2 号議案　　取締役7名選任の件
第 3 号議案　　監査役1名選任の件
第 4 号議案　　�故取締役大本百稔氏に対する弔慰金及び退任取締役に対する退職慰

労金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件
以　上　

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎�事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要が生じた場合は、修正
後の事項をインターネット上の当社ホームページ（http://www.ohmoto.co.jp/）に掲載いたしますのでご了承ください。

（証券コード　1793）
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事��業��報��告�

１．企業集団の現況に関する事項
　⑴　事業の経過及びその成果
　　�　当期のわが国経済は、復旧・復興需要や政策効果を中心に内需がけん引役となり緩
やかに回復を続けましたが、欧州の債務問題の長期化から世界的に景気が低迷したた
め、年度後半のけん引役と期待されていた外需の回復とそれに起因する円高是正が遅
れ、景気はいったん後退局面に陥りました。しかし、年末に誕生した安倍内閣への期
待感による投資マインドの回復と米国景気の底入れなどから、再び景気回復の動きが
出てまいりました。

　　�　当社グループの主たる事業領域である建設業界におきましては、震災復興に向けた
補正予算の執行などから政府建設投資は増加しましたが、民間設備投資は本格的な増
勢までには至りませんでした。

　　�　こうした経営環境の中、当社において積極的な営業活動を展開した結果、2期連続
で前期受注量を大幅に上回ることができましたが、一部工事の進捗及び着手が計画よ
り遅れたことに加え被災地を中心に建設物価が高騰を続けたこと等の影響もあり、当
期の連結売上高は前期比9.9％減少して681億32百万円、連結営業利益は前期比75.3％
減少して1億17百万円、連結経常利益は前期比29.5％増加して7億87百万円、連結当期
純利益は前期比33.6％増加して9億49百万円となりました。

　　　部門別の状況は、次のとおりであります。

　【建設部門】
　　�　受注高は、前期比26.4％増加して881億23百万円となりました。そのうち土木工事
は前期比17.5％増の272億66百万円、建築工事は前期比30.9％増の608億57百万円であ
り、これらの発注者別内訳は官公庁23.0％、民間77.0％となりました。

　　　主な受注工事は次のとおりであります。

イ オ ン モ ー ル ㈱ イオンモール幕張新都心新築工事 （千葉県）
厚木ロジスティック特定目的会社 GLP厚木プロジェクト （神奈川県）
㈱ ア シ ッ ク ス アシックス新東京支社ビル建設工事 （東京都）
国 土 交 通 省 東九州道（佐伯～蒲江）蒲江トンネル北新設工事 （大分県）
女池上山土地区画整理組合 新潟市女池上山土地区画整理事業 （新潟県）

平成24年4月 1 日から
平成25年3月31日まで

添付書類
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　　�　売上高は、前期比9.9％減少して677億18百万円となりました。そのうち土木工事は
前期比3.9％増の223億30百万円、建築工事は前期比15.4％減の453億87百万円であり、
これらの発注者別内訳は官公庁25.9％、民間74.1％となりました。

　　　主な完成工事は次のとおりであります。

イ オ ン リ テ ー ル ㈱ イオン船橋ショッピングセンター新築工事 （千葉県）
㈱ P a l t a c ㈱PaltacRDC中部流通加工場新築工事 （愛知県）
㈱東京インテリア家具 東京インテリア家具�前橋南店新築工事 （群馬県）
大 阪 府 寝屋川北部地下河川�讃良立坑築造工事 （大阪府）
国 土 交 通 省 国道49号揚川改良�揚川橋新設工事 （新潟県）

　　�　この結果、次期への繰越高は前期比41.5％増加して696億8百万円となりました。
　　　当期における受注高、売上高、繰越高は次のとおりであります。

（単位：百万円）

区　　　分 前期繰越高 当期受注高 当期売上高 次期繰越高

建設事業
土　木 22,390 27,266 22,330 27,326
建　築 26,812 60,857 45,387 42,282

計 49,203 88,123 67,718 69,608

　【その他部門】
　　�　ゴルフ場事業部門は、開場20周年を記念して様々な企画・イベントを開催するなど、
積極的な集客を図ってまいりましたが、入場者数は前期に僅かに及ばず、売上高は前
期比3.1％減の4億13百万円となりました。

　⑵　設備投資の状況
　　�　当期中に実施した設備投資の総額は5億78百万円であり、その主なものはニューマ
チックケーソン工事で使用する機械装置の購入等であります。

　⑶　資金調達の状況
　　　特記すべき事項はありません。
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　⑷　財産及び損益の状況
（単位：百万円）

区　　　分 第73期
（平成21年度）

第74期
（平成22年度）

第75期
（平成23年度）

第76期（当期）
（平成24年度）

受 注 高 68,463 64,053 69,706 88,123

売 上 高 77,947 78,940 75,583 68,132

経 常 利 益 1,075 2,203 608 787

当 期 純 利 益 951 1,680 710 949

1株当たり当期純利益 30円97銭 54円69銭 23円13銭 32円15銭

総 資 産 68,479 80,503 78,544 73,916

純 資 産 46,721 47,722 48,209 48,985

１株当たり純資産 1,520円18銭 1,552円90銭 1,568円79銭 1,666円10銭

　⑸　対処すべき課題
　　�　今後のわが国経済は、円高是正と株高による企業収益とマインドの改善、海外景気
の回復を受けた輸出の持ち直し、消費税率引き上げを前にした住宅投資や耐久財消費
の駆け込み需要、補正予算による緊急経済対策の効果など景気押し上げ要因が目白押
しであり、景気回復の動きが次第に確かなものになってくると予想されます。

　　�　建設業界におきましても、政府方針から震災復興関連、全国防災関連を中心とした
公共工事は増加するものと見られていることに加え、強力な経済対策の効果によるマ
インドの変化などから企業の設備投資も増加することが期待されますが、東日本を中
心に労務・資材費の上昇が続いており、利益確保の面では今後も厳しい環境が続くも
のと予想されます。

　　�　当社グループといたしましては、これまで築いてきた信用と健全な財務力等の優位
性を活かし、民間建築事業を継続的に強化するとともに、官公庁工事でも安定的な受
注量を確保するべく総合評価方式での受注競争力を一層強化してまいります。また、
お客様に満足していただけるよう技術力・技術提案力を強化するほか、財務面におき
ましてもより一層の健全化に努めてまいります。そして、社会から高い信頼を寄せて
いただける企業となるべく、引き続き全社を挙げてコンプライアンス及びリスク管理
の徹底に努めてまいります。さらに、建設業の存在意義と社会的使命とを再認識し、
一日も早い復旧・復興と経済の回復・振興を通じて人びとの安心・安全と豊かな暮ら
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しに貢献できるよう、全力を尽くしてまいります。
　　�　株主の皆様におかれましては、何卒より一層のご理解とご支援を賜りますようお願
い申しあげます。

　⑹　重要な子会社の状況
　　①　重要な子会社の状況

名　　　　　　　称 資��本��金 議決権比率 主要な事業内容

株式会社坂出カントリークラブ 50 百万円 100 ％ ゴルフ場の運営

　　②　企業結合の成果
　　　�　当社の連結子会社は上記の重要な子会社1社であり、当期の連結売上高は681億32

百万円、連結当期純利益は9億49百万円であります。

　⑺　主要な事業内容
　　�　当社は、建設業法により特定建設業者（（特−24）第2646号）として国土交通大臣
許可を受け、土木、建築並びにこれらに関連する事業を行っており、宅地建物取引業
法により宅地建物取引業者（（10）第2381号）として国土交通大臣免許を受け、不動
産に関する事業を行っております。

　　　また、連結子会社において、ゴルフ場の運営を行っております。

　⑻　主要な営業所の状況
　　①　当社の事業所
　　　　本　　店　岡山市北区内山下1丁目1番13号
　　　　東京本社　東京都千代田区永田町2丁目17番3号
　　　　支　　店　東 北 支 店（仙　　台　　市）　東 京 支 店　（東京都千代田区）
　　　　　　　　　横 浜 支 店（横　　浜　　市）　名古屋支店　（名　古　屋　市）
　　　　　　　　　大 阪 支 店（大　　阪　　市）　岡 山 支 店　（岡　　山　　市）
　　　　　　　　　広 島 支 店（広　　島　　市）　四 国 支 店　（高　　松　　市）
　　　　　　　　　九 州 支 店（福　　岡　　市）
　　②　重要な子会社の事業所
　　　　株式会社坂出カントリークラブ�
　　　　本店及びコース　香川県坂出市府中町4628-1
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　⑼　従業員の状況

従業員数 （名） 前期末比増減 （名）

当　　　社 771 △�7

連結子会社 31 △�3

合　　　計 802 △10

　 （注）１．上記のほかに臨時従業員（年間平均）121名が就業しております。
　　　　２．従業員数には外部機関等への出向者8名は含んでおりません。

　⑽　その他企業集団の現況に関する重要な事項
　　　特記すべき事項はありません。

２．会社の株式に関する事項
　⑴　発行可能株式総数� 124,500,000株

　⑵　発行済株式の総数� 31,704,400株

　⑶　株主数� 1,261名

　⑷　大株主の状況

株　　主　　名
当社への出資状況

持 株 数 出資比率

有 限 会 社 百 栄 8,432 千株 28.68 %

財 団 法 人 大 本 育 英 会 5,094 17.33
有 限 会 社 大 百 興 産 2,140 7.28
大 本 組 従 業 員 持 株 会 1,426 4.85
大 本 榮 一 1,412 4.80
株 式 会 社 中 国 銀 行 1,324 4.50
大 本 愛 子 466 1.59
MSCO�CUSTOMER�SECURITIES 200 0.68
株 式 会 社 広 島 銀 行 184 0.63
ザ�バンク�オブ�ニューヨーク133024 176 0.60
　 （注）１�．当社は自己株式を2,303,261株保有しておりますが、当該株式には議決権がないため上記の大株主か
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ら除外しております。
　　　　２．出資比率は、平成25年3月31日現在所有の自己株式を控除して算出しております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　　該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項
　⑴　取締役及び監査役の状況（平成25年3月31日現在）

地　　　　　位 氏　　　名 担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 名 誉 会 長 大　本　榮　一 株式会社坂出カントリークラブ代表取締役社長
代 表 取 締 役 社 長�
執 行 役 員 社 長 大　本　万　平 有限会社百栄代表取締役社長

有限会社大百興産代表取締役社長
取 締 役�
専 務 執 行 役 員 佐々木　英　二 営業本部長

取 締 役�
専 務 執 行 役 員 大　藤　　　強 管理本部長（兼）コンプライアンス担当

取 締 役�
常 務 執 行 役 員 辻　　　　　孝 土木本部長

取 締 役�
常 務 執 行 役 員 窪　田　恒　幸 建築本部長

取 締 役�
執 行 役 員 宇　治　　　滋 営業本部副本部長

常 勤 監 査 役 上　野　俊　治
監 査 役 伊　賀　榮　昭
監 査 役 安　藤　忠　夫

　 （注）１�．監査役伊賀榮昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であり、大阪証券取引所に独立役員
として届け出ております。

　　　　２．監査役安藤忠夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
　　　　３�．常勤監査役上野俊治氏は、長年当社で経理業務を担当しており、財務会計に関する相当程度の知見

を有するものであります。
　　　　４�．監査役伊賀榮昭氏は、金融機関における長年の経験があり、財務会計に関する相当程度の知見を有

するものであります。
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　⑵　当該事業年度中に退任した取締役
氏　名 退任時の地位 退任理由 退任年月日

大　本　百　稔 代表取締役会長 逝去 平成24年9月16日

　⑶　当該事業年度中の取締役の重要な兼職の異動
氏　名 新 旧 異動年月日

大　本　万　平 有限会社百栄代表取締役社長
有限会社大百興産代表取締役社長 − 平成24年12月5日

　⑷　当該事業年度末日後の取締役の担当の異動
氏　名 新 旧 異動年月日

佐々木　英　二 営業担当 営業本部長 平成25年4月1日

　⑸　取締役及び監査役の報酬等の総額

区　　分 支給人員
（名）

報 酬 額
（百万円）

取締役 8　 112　
監査役 3　 20　

（うち社外監査役） （2） （8）
計 11　 133　

　（注）上記の人数には、平成24年9月16日をもって退任した取締役1名を含んでおります。

　⑹　社外役員に関する事項
　　①　他の会社の業務執行取締役等の兼任状況等
　　　　特記すべき事項はありません。

　　②　当事業年度における主な活動状況
　　　・�監査役伊賀榮昭氏は、当事業年度開催の取締役会10回の全て、監査役会10回の全

てにそれぞれ出席し、主に金融機関に勤めた長年の経験・知見に基づき、取締役
の業務執行の適正性を確保するために必要な意見を適宜述べております。

　　　・�監査役安藤忠夫氏は、当事業年度開催の取締役会10回のうち8回、監査役会10回
のうち8回にそれぞれ出席し、豊富な経験や高い見識に基づいた客観的かつ広範
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な視野から、主にコンプライアンス及び危機管理に関する意見を適宜述べており
ます。

　　③　責任限定契約の内容の概要
　　　�　当社は平成18年6月29日開催の第69回定時株主総会で定款を変更し、社外監査役

の責任限定契約に関する規定を設けております。当該定款に基づき当社が社外監査
役の全員と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

　　　�　社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その職務を
行うにつき善意でありかつ重大な過失が無かったときは、会社法第425条第1項に定
める最低責任額を限度として損害賠償責任を負うものとする。

５．会計監査人に関する事項
　⑴　会計監査人の名称
　　　有限責任監査法人トーマツ

　⑵　会計監査人の報酬等の額

区　　　　　分 報酬額
（百万円）

①公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 31

②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の総額 31

　（注�）当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法
上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記の金額
はこれらの合計額を記載しております。

　⑶　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　　�　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の合意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査
人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

　　�　不再任の決定については、監査役会と取締役会が会計監査人の継続監査年数等を勘
案して協議を行い、決定いたします。
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６．業務の適正を確保するための体制
　�　当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」に
ついて、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

　①　取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
　　�　当社は、取締役、執行役員及び従業員の職務の執行に関して、法令及び定款に違反
する重大な事実の発生を防止するため、コンプライアンスに係る規程及びマニュアル
の制定、委員会の設置、教育等を行うほか、内部通報制度を整備する。また、内部監
査室の監査を中心とした内部統制システムを構築し、内部監査室は監査の方針、計画
について監査役会と事前に協議を行い、監査の結果を定期的に取締役会に報告する。

　②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
　　�　当社は、取締役、執行役員及び従業員の職務の執行に係る情報の記録方法、保存期
間及び管理方法等に係る規程を整備し、取締役及び監査役が常時閲覧できるよう重要
書類等を保存及び管理する。

　③　損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　　�　当社は、経営に影響を及ぼす部門横断的なリスクを認識し、評価し、適切に対応す
るため、リスク管理に係る規程及びマニュアルの制定、委員会の設置、教育等を行う。
また、本部組織単位の業務に付随するリスク管理は規程に基づいて当該部門を統括す
る執行役員に責任及び権限を付与する。

　④　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
　　�　当社は、経営の意思決定機能の迅速化及び監督機能の強化、並びに業務執行機能の
強化及び業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を採用する。そのもとで適
正な業務組織の編成、執行役員及び従業員の業務の分担の決定を行うほか、業務の執
行の権限に関する規程を整備して、業務及びその権限と責任の範囲を明確化する。ま
た、内部監査室の監査を中心とした内部統制システムを構築し、執行役員及び従業員
の業務の執行及び業務プロセス等の適切性並びに効率性を監査し、監査の結果を定期
的に取締役会に報告する。

　⑤　当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
　　�　当社は、管理本部を所管する執行役員に、グループ各社のコンプライアンス及びリ
スクマネジメントの責任及び権限を付与する。当該執行役員は、グループ各社を管理
し、その結果を定期的に取締役会に報告する。

　⑥�　監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、並びに当該使用人の取締役からの
独立性に関する事項

　　�　当社は、監査役の職務を補助する監査役会事務局を設置する。監査役会事務局員は、
内部監査室及び管理本部等に所属する従業員のうちから任命する。また、監査役会事
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務局員の取締役からの独立性を確保するため、当該従業員の任命、異動及び評価等の
人事権に関する事項については、事前に監査役会の同意を得る。

　⑦�　取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関す
る体制、並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

　　�　取締役は、他の取締役の職務の執行を監視するとともに、取締役、執行役員及び従
業員の職務の執行に関して、法令及び定款に違反する重大な事実またはその発生の可
能性を発見した場合、取締役会及び監査役会に報告する。また当社は、執行役員及び
内部監査室から監査役会に報告すべき事項を定める規程を制定し、経営、業績に影響
を及ぼす重要な事項について、定期的に監査役会に報告する体制を整備する。

　⑧　財務報告の信頼性を確保するための体制
　　�　当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法の定めに従い、財務報
告に係る内部統制システムを構築し、その有効性を継続的に評価するとともに、必要
な是正を図る体制を整備及び運用する。

　⑨　反社会的勢力排除に向けた体制
　　�　当社は、社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して、いかなる場合で
も経済的利益を供与しないこと、不当な要求を受け入れないことを基本方針とし、こ
れに基づき企業行動指針の制定、マニュアルの作成、委員会の設置等を行う。また、
警察、顧問弁護士等の外部の専門機関とも連携を取り、体制の強化を図る。

　（注�）本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満の端数を切り捨て、比率については表示単位
未満の端数を四捨五入しております。
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連 結 貸 借 対 照 表
� （平成25年3月31日現在）� （単位：百万円）

科　　　　　目 金　額 科　　　　　目 金　額

資　　産　　の　　部
流　動　資　産
現 金 預 金
受取手形･完成工事未収入金等
有 価 証 券
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
繰 延 税 金 資 産
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固　定　資　産
　有形固定資産
建 物 ・ 構 築 物
機械、運搬具及び工具器具備品
土 地
建 設 仮 勘 定
そ の 他

　無形固定資産
　投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 貸 付 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

60,687
18,955
28,452
5,500
3,323
82
481

2,269
1,654
△ 32

13,229
5,023
1,488
753

2,687
4
90
79

8,125
6,823
307

1,154
△ 159

負　　債　　の　　部
流　動　負　債

支払手形・工事未払金等
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 成 工 事 受 入 金
完成工事補償引当金
賞 与 引 当 金
工 事 損 失 引 当 金
そ の 他

固　定　負　債
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
資 産 除 去 債 務
繰 延 税 金 負 債
そ の 他

18,436
13,971
348
67

2,698
155
473
240
481

6,494
3,104
856
37
544

1,951

負　債　合　計 24,931

純 資 産 の 部
株　主　資　本
資 本 金
資 本 剰 余 金
利 益 剰 余 金
自 己 株 式

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金

47,346
5,296
4,314
38,728
△ 992
1,639
1,639

純 資 産 合 計 48,985

資　産　合　計 73,916 負債・純資産合計 73,916

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書
� （自　平成24年4月1日　　至　平成25年3月31日）� （単位：百万円）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高
完 成 工 事 高

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営 業 利 益

営 業 外 収 益
受 取 利 息
受 取 配 当 金
受 取 賃 貸 料
そ の 他

営 業 外 費 用
支 払 利 息
賃 貸 収 入 原 価
シンジケートローン手数料
支 払 保 証 料
そ の 他
経 常 利 益

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損
固 定 資 産 除 却 損
投 資 有 価 証 券 評 価 損
訴 訟 和 解 金
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
過 年 度 法 人 税 等
法 人 税 等 調 整 額
少数株主損益調整前当期純利益
当 期 純 利 益

52
592
108

� 14

11
51
16
16

� 2

� 274

0
0

� 0
� 9

119
97

� △ 115

68,132

� 63,144

4,987
� 4,869

117

768

� 98
787

274

� 10
1,051

� 101
� 949
� 949

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
� （自　平成24年4月1日　　至　平成25年3月31日）� （単位：百万円）

株　主　資　本
その他の
包括利益
累計額 純資産

合計
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本

合計

その他
有価証券

評価差額金

当期首残高 5,296 4,314 38,131 △ 482 47,260 949 48,209

当期変動額

　剰余金の配当 △ 353 △ 353 △ 353

　当期純利益 949 949 949

　自己株式の取得 △ 510 △ 510 △ 510

　自己株式の処分 △ 0 0 0 0

　 株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 689 689

当期変動額合計 − − 596 △ 510 86 689 775

当期末残高 5,296 4,314 38,728 △ 992 47,346 1,639 48,985

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

　１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記
　　⑴　連結の範囲に関する事項
　　　①　連結子会社の数………………………1社
　　　　　連結子会社の名称……………………㈱坂出カントリークラブ
　　　②　非連結子会社の数……………………3社
　　　　　主要な非連結子会社の名称…………テクノアシスト㈱
　　　　　連結の範囲から除いた理由
　　　　　�　非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしておりません。
　　⑵　持分法の適用に関する事項
　　　①　持分法適用の非連結子会社及び関連会社はありません。
　　　②　持分法非適用の関連会社数…………1社
　　　　　持分法非適用の関連会社の名称……クイント企画㈱
　　　　　持分法を適用していない理由
　　　　　�　持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、それぞれ当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響

が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。
　　⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項
　　　　連結子会社の事業年度は、連結計算書類作成会社と同じであります。
　　⑷　会計処理基準に関する事項
　　　①　資産の評価基準及び評価方法
　　　　イ．有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　　満期保有目的の債券………………償却原価法（定額法）
　　　　　　その他有価証券
　　　　　　　時価のあるもの…………………�決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資

産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　　　　　　時価のないもの…………………移動平均法による原価法
　　　　ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　　　未成工事支出金……………………個別法による原価法
　　　　　　不動産事業支出金…………………�個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）
　　　　　　材料貯蔵品…………………………�移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）
　　　②　固定資産の減価償却の方法
　　　　イ．有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　�定率法（但し、連結子会社（㈱坂出カントリークラブ）が所有しているゴル

フ場設備及び、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）に
ついては定額法）によっております。
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　　　　ロ．無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　　�自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に

基づく定額法によっております。
　　　　ハ．リ ー ス 資 産　　�所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
　　　③　引当金の計上基準
　　　　イ．貸 倒 引 当 金　　�債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込
額を計上しております。

　　　　ロ．完成工事補償引当金　　�完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の実績率を基礎として計
上しております。

　　　　ハ．賞 与 引 当 金　　�従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を
計上しております。

　　　　ニ．工事損失引当金　　�受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち
損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工
事について、損失見込額を計上しております。

　　　　ホ．退職給付引当金　　�従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及
び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異について
は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定
の年数（5年）による定率法により、それぞれ発生の翌連結会計年度から費
用処理しております。過去勤務債務については、その発生時に一時に費用処
理しております。

　　　　へ．役員退職慰労引当金　　�役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上
しております。なお、連結子会社については、役員退職慰労引当金を計上し
ておりません。

　　　④　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　　　イ．完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　　　　　　・当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
　　　　　　　　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
　　　　　　・その他の工事
　　　　　　　　工事完成基準
　　　　ロ．消費税等の会計処理
　　　　　　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。
　
　２．会計方針の変更に関する注記
　　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
　　�　当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年4月1日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損
益に与える影響は軽微であります。
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　3．連結貸借対照表に関する注記
　　⑴　担保に供している資産
　　　　取引先の金融機関からの借入に対し、現金預金（定期預金）6百万円を担保に供しております。
　　⑵　有形固定資産の減価償却累計額� 6,598百万円
　　⑶　圧縮記帳額
　　　　固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、土地23百万円であります。

　４．連結損益計算書に関する注記
　　　工事進行基準による完成工事高� 64,198百万円

　５．連結株主資本等変動計算書に関する注記
　　⑴　当連結会計年度末における発行済株式の種類及び総数
　　　　普通株式� 31,704,400株
　　⑵　配当に関する事項
　　　①　配当金支払額

決　　議 株式の種類 配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円） 基 準 日 効力発生日

平成24年6月28日
定時株主総会 普通株式 353 11.5 平成24年3月31日 平成24年6月29日

　　　②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの
　　　　�　平成25年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案

しております。
　　　　・配当金の総額� 338百万円
　　　　・1株当たり配当額� 11.5円
　　　　・基準日� 平成25年3月31日
　　　　・効力発生日� 平成25年6月28日
　　　　　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

　６．金融商品に関する注記
　　⑴　金融商品の状況に関する事項
　　　�　当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、資金調達については取引金融機関12社

と貸出コミットメント契約を締結しております。
　　　�　受取手形及び完成工事未収入金に係る顧客の信用リスクは、営業管理規程に沿ってリスク低減を図って

おります。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っ
ております。
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　　⑵　金融商品の時価等に関する事項
　　　�　平成25年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。
� （単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額　　（※） 時　価（※） 差　　　額

⑴　現金預金
⑵　受取手形・完成工事未収入金等
⑶　有価証券
⑷　投資有価証券
　　その他有価証券
⑸　支払手形・工事未払金等

18,955
28,452
5,500

6,071
（13,971）

18,955
28,438
5,500

6,071
（13,971）

−
△�13
−

−
−

（※）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
（注1）金融商品の時価の算定方法
　　⑴　現金預金
　　　�　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。
　　⑵　受取手形・完成工事未収入金等
　　　�　これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味

した利率により割り引いた現在価値によっております。
　　⑶　有価証券
　　　�　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。
　　⑷　投資有価証券
　　　�　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格に

よっております。
　　⑸　支払手形・工事未払金等
　　　�　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており

ます。
（注2�）非上場株式（連結貸借対照表計上額751百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑷投資有価証券　その他
有価証券」には含めておりません。
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　７．賃貸等不動産に関する注記
　　⑴　賃貸等不動産の状況に関する事項
　　　　当社グループでは、岡山県その他の地域において、賃貸用等の土地及び建物を有しております。
　　⑵　賃貸等不動産の時価に関する事項
� （単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時　　　　価
1,320 3,168

（注1）連結貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注2�）当期末の時価は、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づく価額によって

おります。

８．1株当たり情報に関する注記
　　1株当たり純資産額� 1,666円10銭
　　1株当たり当期純利益金額� 32円15銭
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貸　借　対　照　表
� （平成25年3月31日現在）� （単位：百万円）

科　　　　　目 金　額 科　　　　　目 金　額

資　　産　　の　　部
流　動　資　産
現 金 預 金
受 取 手 形
完成工事未収入金
有 価 証 券
信 託 受 益 権
未 成 工 事 支 出 金
材 料 貯 蔵 品
前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
従業員に対する短期債権
未 収 入 金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固　定　資　産
　有形固定資産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
船 舶
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
建 設 仮 勘 定

　無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア
電 話 加 入 権
そ の 他

　投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
長 期 貸 付 金
従業員に対する長期貸付金
関係会社長期貸付金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
そ の 他
貸 倒 引 当 金

60,600
18,899
5,656
22,782
5,500
1,523
3,323
75
0

481
4

2,269
116
△ 32

13,030
4,779
1,347
57
576
8
0

163
2,620
4

79
28
49
1

8,171
6,761
61
300
7

3,558
159
0

1,040
△ 3,717

負　　債　　の　　部
流　動　負　債
支 払 手 形
工 事 未 払 金
未 払 金
未 払 法 人 税 等
未 払 費 用
未 成 工 事 受 入 金
預 り 金
前 受 収 益
完成工事補償引当金
賞 与 引 当 金
工 事 損 失 引 当 金

固　定　負　債
退 職 給 付 引 当 金
役員退職慰労引当金
長 期 預 り 保 証 金
関係会社事業損失引当金
資 産 除 去 債 務
繰 延 税 金 負 債

18,396
2,406
11,564
316
67
420

2,698
53
5

155
467
240

6,231
3,069
856
53

1,669
37
544

負　債　合　計 24,627

純 資 産 の 部
株　主　資　本
　資　　本　　金
　資 本 剰 余 金
資 本 準 備 金

　利 益 剰 余 金
利 益 準 備 金
その他利益剰余金
　�別 途 積 立 金
　�繰越利益剰余金

　自　己　株　式
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金

47,364
5,296
4,314
4,314

38,746
735

38,011
36,700
1,311
△ 992
1,639
1,639

純 資 産 合 計 49,003

資　産　合　計 73,631 負債・純資産合計 73,631

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損 益 計 算 書
� （自　平成24年4月1日　　至　平成25年3月31日）� （単位：百万円）

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　額

売 上 高
完 成 工 事 高

売 上 原 価
完 成 工 事 原 価

売 上 総 利 益
完 成 工 事 総 利 益

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費
営 業 利 益

営 業 外 収 益
受 取 利 息
受 取 配 当 金
受 取 賃 貸 料
そ の 他

営 業 外 費 用
支 払 利 息
賃 貸 収 入 原 価
シンジケートローン手数料
支 払 保 証 料
そ の 他
経 常 利 益

特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益

特 別 損 失
固 定 資 産 売 却 損
固 定 資 産 除 却 損
投 資 有 価 証 券 評 価 損
訴 訟 和 解 金
税 引 前 当 期 純 利 益
法人税、住民税及び事業税
過 年 度 法 人 税 等
法 人 税 等 調 整 額
当 期 純 利 益

52
592
108

� 13

11
51
16
16

� 2

� 274

0
0
0

� 9

119
97

� △ 115

67,718

� 62,775

4,943
� 4,837

105

767

� 98
775

274

� 10
1,039

� 101
� 937

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書
� （自　平成24年4月1日　　至　平成25年3月31日）� （単位：百万円）

株　主　資　本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己
株式

株主
資本
合計

資本
準備金

その他
資本

剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金
利益

剰余金
合計

別途
積立金

繰越
利益

剰余金

当期首残高 5,296 4,314 − 4,314 735 36,300 1,127 38,162 △ 482 47,290
当期変動額

　別途積立金の積立 400 △ 400 − −
　剰余金の配当 △ 353 △ 353 △ 353
　当期純利益 937 937 937
　自己株式の取得 △ 510 △ 510
　自己株式の処分 △ 0 △ 0 0 0
　株主資本以外の項目

の当期変動額（純額）

当期変動額合計 − − − − − 400 184 584 △ 510 74
当期末残高 5,296 4,314 − 4,314 735 36,700 1,311 38,746 △ 992 47,364

評価・換算
差額等

純資産合計
その他有価証券

評価差額金

当期首残高 949 48,239
当期変動額

  別途積立金の積立 −
  剰余金の配当 △ 353
  当期純利益 937
  自己株式の取得 △ 510
  自己株式の処分 0
　株主資本以外の項目

の当期変動額（純額） 689 689
当期変動額合計 689 763
当期末残高 1,639 49,003

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

　１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
　　⑴　資産の評価基準及び評価方法
　　　①　有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　　満期保有目的の債券……………………償却原価法（定額法）
　　　　　子会社株式及び関連会社株式…………移動平均法による原価法
　　　　　その他有価証券
　　　　　　時価のあるもの………………………�決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
　　　　　　時価のないもの………………………移動平均法による原価法
　　　②　たな卸資産の評価基準及び評価方法
　　　　　未成工事支出金…………………………個別法による原価法
　　　　　不動産事業支出金………………………�個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）
　　　　　材料貯蔵品………………………………�移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法）
　　⑵　固定資産の減価償却の方法
　　　①　有形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　�定率法（但し、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）につ

いては定額法）によっております。
　　　②　無形固定資産（リース資産を除く）
　　　　　　　　　　　　　　　�自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間（5年）に基

づく定額法によっております。
　　　③　リ ー ス 資 産　　�所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
　　⑶　引当金の計上基準
　　　①　貸 倒 引 当 金　　�債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を
計上しております。

　　　②　完成工事補償引当金　　�完成工事に係る瑕疵担保の費用に備えるため、過去の実績率を基礎として計上
しております。

　　　③　賞 与 引 当 金　　�従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上し
ております。

　　　④　工事損失引当金　　�受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の
発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることができる工事につい
て、損失見込額を計上しております。

　　　⑤　退職給付引当金　　�従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上しております。
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　　　　　　　　　　　　　　　数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存
　　　　　　　　　　　　　　　�勤務期間以内の一定の年数（5年）による定率法により、それぞれ発生の翌事

業年度から費用処理しております。
　　　　　　　　　　　　　　　過去勤務債務については、その発生時に一時に費用処理しております。
　　　⑥　役員退職慰労引当金　　�役員の退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。
　　　⑦　関係会社事業損失引当金　　�債務超過の解消に長期間を要すると判断される関係会社の損失に備えるため、

当該関係会社の債務超過相当額（当社からの貸付金相当額を除く）を計上して
おります。

　　⑷　完成工事高及び完成工事原価の計上基準
　　　①　当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
　　　　　工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
　　　②　その他の工事
　　　　　工事完成基準
　　⑸　その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
　　　　消費税等の会計処理
　　　　　消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっております。

　２．会計方針の変更に関する注記
　　（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）
�　　�　当社は、法人税法の改正に伴い、当事業年度より、平成24年4月1日以後に取得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響は軽微で
あります。

　３．貸借対照表に関する注記
　　⑴　担保に供している資産
　　　　取引先の金融機関からの借入に対し、現金預金（定期預金）6百万円を担保に供しております。
　　⑵　有形固定資産の減価償却累計額� 6,474百万円
　　⑶　関係会社に対する金銭債務（区分表示したものを除く）
　　　　　短期金銭債務� 0百万円
　　⑷　圧縮記帳額
　　　　　固定資産の取得価額から直接控除した圧縮記帳額は、土地23百万円であります。

　４．損益計算書に関する注記
　　⑴　工事進行基準による完成工事高� 64,198百万円
　　⑵　関係会社との取引高
　　　　　営業取引による取引高
　　　　　　売上高� 67百万円
　　　　　　仕入高� 123百万円
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　　　　　営業取引以外の取引による取引高� 525百万円

　５．株主資本等変動計算書に関する注記
　　　　当事業年度末における自己株式の種類及び株式数
　　　　　普通株式� 2,303,261株

　６．税効果会計に関する注記
　　　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、次のとおりであります。
　　　　繰延税金資産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　百万円
　　　　　貸倒引当金� � 1,265
　　　　　退職給付引当金� � 1,096
　　　　　関係会社事業損失引当金� � 590
　　　　　減損損失計上額� � 436
　　　　　役員退職慰労引当金� � 307
　　　　　賞与引当金� � 228
　　　　　投資有価証券� � 91
　　　　　工事損失引当金� � 90
　　　　　その他� � 202
　　　　繰延税金資産小計� � 4,308
　　　　評価性引当額� � △3,503
　　　　繰延税金資産合計� � 805
　　　　繰延税金負債
　　　　　その他有価証券評価差額金� � 868
　　　　繰延税金負債合計� � 868
　　　　繰延税金資産の純額� � △63

　７．関連当事者との取引に関する注記
　　�　子会社である㈱坂出カントリークラブに対して、預託金返還資金の無利息での貸付及び役員の兼任を行っ

ております。当事業年度中に増加した貸付は45百万円であり、当事業年度末の残高は3,558百万円であります。
当社ではその債権に対して全額貸倒引当金を計上しており、当事業年度の繰入額は45百万円、残高は3,558
百万円であります。また、債務超過相当額（当社からの貸付金相当額を除く）について関係会社事業損失引
当金を計上しており、当事業年度の戻入額は45百万円、残高は1,669百万円であります。なお、当該子会社
の議決権は当社が直接100％所有しております。

　　�　子会社である㈱リバーサイドより260百万円、子会社である㈱寿光苑より250百万円の配当金を受け取って
おります。当該子会社の議決権は当社が直接100％所有し、役員の兼任を行っております。

　８．1株当たり情報に関する注記
　　　1株当たり純資産額� 1,666円73銭
　　　1株当たり当期純利益金額� 31円75銭
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成25年5月10日

　　株式会社　大　本　組
　　　　取　締　役　会　　御中� 有限責任監査法人トーマツ

� 指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　中村　基夫�㊞�

� 指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　鈴木　朋之�㊞�

　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社大本組の平成24年4月1日から平成25
年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算
書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結
計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが
含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に
準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかに
ついて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明する
ためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を
立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、
経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体
としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、株式会社大本組及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財
産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　
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会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書
平成25年5月10日

　株式会社　大　本　組
　　　取　締　役　会　　御中� 有限責任監査法人トーマツ

� 指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　中村　基夫�㊞�

� 指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員　公認会計士　鈴木　朋之�㊞�

　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社大本組の平成24年4月1日から平
成25年3月31日までの第76期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。
計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類
及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽
表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部
統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附
属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認め
られる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細
書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに
基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手
続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細
書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適
切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制
を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められ
る企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上　
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監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの第76期事業年度の取締役の職務
の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、
以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
　�　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果
について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報
告を受け、必要に応じて説明を求めました。
　�　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等
に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の
環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類
等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規
則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に
基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその
構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交
換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該
事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。
　�　さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視
及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に
応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確
保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要
に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）
について検討いたしました。
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２．監査の結果
　⑴　事業報告等の監査結果
　　一�　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して

いるものと認めます。
　　二�　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事

実は認められません。
　　三�　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当

該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、
指摘すべき事項は認められません。

　　　�　なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示
すべき重要な不備は認識していない旨の報告を取締役等及び有限責任監査法人トーマ
ツから受けております。

　⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
　⑶　連結計算書類の監査結果
　　　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　　　平成25年5月13日
株式会社大本組��監査役会
常勤監査役　上　野　俊　治�㊞
監　査　役　伊　賀　榮　昭�㊞
監　査　役　安　藤　忠　夫�㊞

（注）�　監査役伊賀榮昭、監査役安藤忠夫は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社
外監査役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
　第 1 号議案　　剰余金の処分の件
　　　　　　　　　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。
　　　　　　　　１．期末配当に関する事項
　　　　　　　　　�　当社は業績動向を考慮しつつ、株主の皆様に安定した配当を継続す

ることを基本方針とするとともに、企業体質の強化を図るために内部
留保に努めることとしております。

　　　　　　　　　�　当期の期末配当金につきましては、上記の方針に鑑み、次のとおり
といたしたいと存じます。

　　　　　　　　　⑴　株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　　　　　　　　　　当社普通株式1株につき　金11円50銭　総額338,113,099円
　　　　　　　　　⑵　剰余金の配当が効力を生じる日
　　　　　　　　　　　平成25年6月28日
　　　　　　　　２．その他剰余金の処分に関する事項
　　　　　　　　　�　剰余金の処分につきましては、長期安定的な経営基盤の確立に向け

て、財務体質の強化を図るため、次のとおりといたしたいと存じます。
　　　　　　　　　⑴　増加する剰余金の項目及びその金額
　　　　　　　　　　　別途積立金� 600,000,000円
　　　　　　　　　⑵　減少する剰余金の項目及びその金額
　　　　　　　　　　　繰越利益剰余金� 600,000,000円

　第 2 号議案　　取締役7名選任の件
　　　　　　　　�　取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります

ので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。取締役候補者
は次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生�年�月�日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

1 大
おお

　本
もと

　榮
えい

　一
いち

（大正8年1月30日生）

昭和21年9月　当社入社
昭和24年6月　当社取締役副社長
昭和36年8月　当社代表取締役社長
平成11年6月　�当社代表取締役会長（兼）社長
平成23年6月　当社代表取締役名誉会長
� 現在に至る
（重要な兼職の状況）
　�株式会社坂出カントリークラブ代表取締役社長

1,412,577株

2 大
おお

　本
もと

　万
まん

　平
ぺい

（昭和46年10月16日生）

平成�7年4月　�株式会社さくら銀行（現株式会
社三井住友銀行）入行

平成12年4月　当社入社
平成13年6月　当社取締役
平成15年6月　当社常務取締役
平成17年6月　当社常務執行役員
平成19年6月　当社取締役
平成23年6月　�当社代表取締役社長
� （執行役員社長）
� 現在に至る
（重要な兼職の状況）
　有限会社百栄代表取締役社長
　有限会社大百興産代表取締役社長

159,900株

3 大
おお

　藤
ふじ

　　　強
つよし

（昭和10年2月4日生）

昭和28年3月　当社入社
平成元年8月　当社常任監査役
平成�6年8月　当社常勤監査役
平成19年6月　当社取締役
� �（専務執行役員管理本部長（兼）

コンプライアンス担当）
� 現在に至る

15,467株

4 辻
つじ

　　　　　孝
たかし

（昭和23年9月26日生）

昭和47年4月　当社入社
平成19年6月　当社取締役
� （常務執行役員土木本部長）
� 現在に至る

7,540株
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候補者
番　号

氏　　　名
（生�年�月�日）

略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

5 窪
くぼ

　田
た

　恒
つね

　幸
ゆき

（昭和26年1月2日生）

昭和44年4月　当社入社
平成22年6月　当社取締役
� （常務執行役員建築本部長）
� 現在に至る

11,000株

6
※

斉
さい

　藤
とう

　哲
てつ

　也
や

（昭和27年11月17日生）

昭和50年4月　当社入社
平成15年4月　当社横浜支店長
平成17年8月　当社東京支店副支店長
平成22年6月　当社執行役員
平成23年6月　当社常務執行役員東京支店長
平成25年4月　当社常務執行役員営業本部長
� 現在に至る

0株

７ 宇
う

　治
じ

　　　滋
しげる

（昭和26年10月12日生）

昭和51年4月　当社入社
平成23年6月　当社取締役
� （執行役員営業本部副本部長）
� 現在に至る

34,000株

　�（注）１．※は新任の取締役候補者であります。
　　　　２．各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
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　第 3 号議案　　監査役1名選任の件
　　　　　　　　�　監査役伊賀榮昭氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますの

で、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　　　　　　　　�　本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
　　　　　　　　　監査役候補者は、次のとおりであります。

氏　　　名
（生�年�月�日）

略歴、地位及び
重要な兼職の状況

所有する当社
の株式の数

伊
い

　賀
が

　榮
しげ

　昭
あき

（昭和11年11月12日生）

昭和35年3月　株式会社中国銀行入行
平成�3年6月　同社常勤監査役
平成�7年6月　同社監査役退任
平成16年6月　当社監査役
� 現在に至る

0株

　�（注）１．候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
　　　　２．伊賀榮昭氏は、社外監査役の候補者であり、大阪証券取引所に独立役員として届け出ております。
　　　　３�．伊賀榮昭氏につきましては、長年金融機関に勤められた豊富な経験と高い見識を有し、また業務執

行を行う経営陣から独立した客観的立場にあることから、社外監査役として当社の経営の監督等に十
分な役割を果たしていただけるものと考え、社外監査役として選任をお願いするものであります。

　　　　４�．伊賀榮昭氏は、現在、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時
をもって9年となります。

　　　　５�．当社は、伊賀榮昭氏との間で、会社法第427条第1項及び現行定款第34条の規定に基づく責任限定契
約を締結しており、本総会において同氏が選任された場合には、本契約は継続する予定であります。
なお、責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

　　　　・�社外監査役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に定め
る最低責任額を限度として、その責任を負う。

　　　　・�上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意で
かつ重大な過失がないときに限るものとする。



− 34 −

　第 4 号議案　�　故取締役大本百稔氏に対する弔慰金及び退任取締役に対する退職慰労
金贈呈ならびに役員退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給の件

　　　　　　　　�　平成24年9月16日に逝去されました故取締役大本百稔氏に対し、その
在任中の労に報いるため弔慰金を、また、本株主総会終結の時をもって
退任されます取締役佐々木英二氏に対し、その在任中の労に報いるため
退職慰労金を、それぞれ当社の定める一定の基準に従い、相当の範囲内
で贈呈いたしたいと存じます。

　　　　　　　　�　なお、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任
願いたいと存じます。

　　　　　　　　　各氏の略歴は、次のとおりであります。
氏　　名 略　　歴

大
おお

　本
もと

　百
もも

　稔
とし

昭和39年7月　当社監査役
昭和46年7月　当社取締役
昭和48年7月　当社常務取締役
昭和54年8月　当社専務取締役
昭和61年8月　当社代表取締役副社長
平成17年6月　当社代表取締役執行役員副社長
平成23年6月　当社代表取締役会長
平成24年9月　逝去

佐
さ

々
さ

木
き

　英
えい

　二
じ 平成20年6月　当社取締役専務執行役員�

� 現在に至る

　　　　　　　�　また、当社は平成25年5月13日開催の取締役会において、取締役及び監
査役の退職慰労金制度を本総会の日をもって廃止することを決議いたしま
した。

　　　　　　　�　これに伴い、第2号議案が原案どおり承認可決された場合に重任される
取締役6名及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合に重任される監
査役1名ならびに在任中の監査役2名に対し、それぞれの就任時から本総会
終結の時までの労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当の
範囲内で退職慰労金を打ち切り支給いたしたいと存じます。

　　　　　　　�　なお、その支給の時期は各氏が取締役または監査役を退任する時とし、
その具体的金額、時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役
については監査役の協議に、それぞれご一任願いたいと存じます。
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　　　　　　　�　打ち切り支給の対象となる取締役及び監査役の略歴は、次のとおりであ
ります。

氏　　名 略　　歴

大
おお

　本
もと

　榮
えい

　一
いち

昭和24年6月　当社取締役副社長
昭和36年8月　当社代表取締役社長
平成11年6月　当社代表取締役会長（兼）社長
平成23年6月　当社代表取締役名誉会長
� 現在に至る

大
おお

　本
もと

　万
まん

　平
ぺい

平成19年6月　当社取締役専務執行役員
平成23年6月　当社代表取締役社長
� 現在に至る

大
おお

　藤
ふじ

　　　強
つよし

平成19年6月　当社取締役常務執行役員
平成24年6月　当社取締役専務執行役員
� 現在に至る

辻
つじ

　　　　　孝
たかし

平成19年6月　当社取締役
平成24年6月　当社取締役常務執行役員
� 現在に至る

窪
くぼ

　田
た

　恒
つね

　幸
ゆき

平成22年6月　当社取締役
平成24年6月　当社取締役常務執行役員
� 現在に至る

宇
う

　治
じ

　　　滋
しげる 平成23年6月　当社取締役

� 現在に至る

上
うえ

　野
の

　俊
しゅん

　治
じ 平成23年6月　当社監査役

� 現在に至る

伊
い

　賀
が

　榮
しげ

　昭
あき 平成16年6月　当社監査役

� 現在に至る

安
あん

　藤
どう

　忠
ただ

　夫
お 平成19年6月　当社監査役

� 現在に至る

以　上



株主総会会場ご案内図

会　場　　岡山市北区内山下1丁目1番13号
　　　　　当社本店　6階大会議室
　　　　　TEL.（086）225−5131

交　通　　岡山電気軌道（路面電車）東山線
　　　　　県庁通停留所下車徒歩約2分


